
円

円

円

円

円

65歳
未満

65歳
以上

a
円

e
円

b
円

f
円

c
円

g
円

d
円

h
円

円

8 0 0 0 0
円

円

Ｄ　Ａの年間収入見込額のうち、事業収入、不動産収入に係る必要経費の見込額（12か月分）

事業収入又は不動収入を記入した方

※Ａを算出するための任意の１か月の事業又
　は不動産収入のために要した経費の12か月
　相当額をご記入ください。
※帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提
　出ください。

給与収入を記入した方

Ｆ　その他の控除

Ｅ　Ａの年間収入見込額のうち、公的年金等収入に公的年金等控除の見込額（12か月分）

控除名
（　　　　　　　　　　　　　）

控除名
（　　　　　　　　　　　　　）

控除名
（　　　　　　　　　　　　　）

※以下により控除額を計算の上、ご記入くだ
　さい。年金収入を記入した方

公
的
年
金
等
控
除

①Ａの額のうち年金収入分が130万円以下の方  　　→ 70万円
②　　　　　〃　　　　130万円超410万円以下の方 → 公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　〃　　　　410万円超770万円以下の方 → 公的年金等収入分×15％＋78.5万円

①Ａの額のうち年金収入分が330万円以下の方 　　 → 120万円
②　　　　　〃　　　　330万円超410万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×25％＋37.5万円
③　　　　　〃　　　　410万円超770万円以下の方 → Ａの額のうち公的年金等収入分×15％＋78.5万円

Ｇ　社会保険料相当額

Ｈ　各控除等の控除後の年間所得見込額　Ａ　－　（　Ｂ　＋　Ｃ　＋　Ｄ　＋　Ｅ　＋　Ｆ　＋　Ｇ）

※一律に８万円の控除となるため、記載不要
　です。

簡易な所得見込額の申立書
【家計急変者】

〇「簡易な収入見込額の申立書（申請者本人用）」の【要件２】又は「簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）」
　の【要件】を満たさなくても、以下の【所得要件】を満たせば支給の対象となります。

Ａ　「簡易な収入見込額の申立書」または「簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）」の③欄の金額をご記入ください。

Ｃ　Ａの年間収入見込額のうち、給与収入に係る給与所得控除の見込額（12か月分）

給与所得控除

①Ａの額のうち給与収入分が65万円未満 → 給与収入分の全額
②Ａの額のうち給与収入分が65万円超162.5万円以下 → 65万円
③Ａの額のうち給与収入分が162.5万円超180万円以下　→　給与収入分×40％
④Ａの額のうち給与収入分が180万円超360万円以下　→　給与収入分×30％＋18万円
⑤Ａの額のうち給与収入分が360万円超660万円以下　→　給与収入分×20％＋54万円

★所得で申し立てしたい方の氏名を記載の上、その方の申請者からみた属性にチェック（☑）してください。

氏名 属性 □本人 □父母 □祖父母 □子 □孫 □曽祖父母 □曽孫 □兄弟姉妹 □配偶者

以下、上記の氏名の方についての必要な情報をご記入してください。

年間収入見込額

控除等

Ｂ　Ａの年間収入見込額のうち、給与収入に係る給与所得控除の見込額（12か月分）

養育費を記入した方
※養育費の20％の金額をご記入ください。
※１円未満の端数が生じる場合は四捨五入し
　てください。

※以下により控除額を計算の上、ご記入くだ
　さい。

控除名
（　　　　　　　　　　　　　）

その他控除額合計
（a + b + c + d + e + f + g + h）

→扶養親族が1人の場合には、Ｈが230万円未満であれば【所得要件】を満たすため、Ｉの記載は不要です。

※別添の「控除対象一覧表」のうち、当てはまるものの項番または控除名をご記入ください。
※控除が４つ以上ある場合は、一つの控除名の欄に、２つの項番または控除名をご記入いください。

（次ページに続きます）

年間所得見込額

様式第４号（第７条関係）



　
✓ ✓

※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。

ⅰ（２）で選択した基準額

ⅱ☆の◎の数×150,000円

　（〇以外の氏名がない場合は、〇の数を１つ減らして計算）

ⅲ☆の〇の数×100,000円

【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

□　【所得要件】に該当します。　　□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。
                                      （前ページのＤ欄を記入した場合のみ）

□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の所
　　得見込額が所得基準額を上回ることが明らかであるものではありません。

□　給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、都道府県等が必要な扶養義務者の住民基本台帳情報や
　　税情報、公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・
　　提供することに同意します。

□　本申立の内容に相違ありません。

　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印（※）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶養義務者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印（※）

 Ｉ　要件に該当するか確認してください。

（１）以下のどちらか当てはまる方を選択してください。

□　その他の方
□「簡易な収入見込額の申立書」（申請者本人用）

収入基準Ａの方

（２）「簡易な収入見込額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】と同じ人数にチェックしてください。

2,740,000円

3,120,000円

１人

２人

3,060,000円

3,440,000円

３人

４人

3,500,000円

3,880,000円

３人

４人

2,300,000円

2,680,000円

１人

２人

人数

チェックしてください。
基準額 基準額

2,360,000円

人数

０人

チェックしてください。

０人 1,920,000円

５人

　人

4,260,000円

         円

５人

　人

∨

所得基準額（ⅰ＋ⅱ）

※６人以上いる場合は、１人増えるごとに380,000円を加算した金額をご記入ください。

（３）「簡易な収入見込額の申立書」（申請者本人用または扶養義務者等用）【☆】を用いて計算を行ってください。

3,820,000円

         円

年間所得見込額（表面のＨ）年間所得見込額（表面のＨ）

所得基準額（ⅰ＋ⅱ＋ⅲ）

→【所得要件】Ｈの年間所得見込額が所得基準額より低いこと

円

円

円

ⅰ（２）で選択した基準額

ⅱ☆の〇の数×60,000円 円

円

円 円

円円

∨

※申請者が自署（本人が手書きで記入）した場合は、押印は必要ありません。



控除対象一覧表

項番 控除名 控除できる場合 控除額

①

生活災害、盗難、横領にあった方へ（生活を同じくする親族でも可）
支払額

（見込含む）雑損控除
令和２年中に申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする親族の方の住宅や家財などが災害、盗難又は横領により損失し
た場合、その取り壊し費用や除去費用、原状回復費用などがあれば控除できます。（保険金で補填される金額は対象外です。）

②

医療にかかっている方へ（生活を同じくする親族でも可）
支払額

（見込含む）医療費控除
令和２年中に申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする親族の方が医療費を支払った場合に、その医療費について控除
できます。（保険金で補填される金額は対象外です。）

③

小規模企業経営者、個人事業主で一定の掛金を払っている方やiDeCoに加入の方へ
支払額

（見込含む）小規模企業共済等
掛金控除

令和２年中に申立書に記載のある方が、小規模企業の経営者などのための退職金制度である小規模共済掛金、企業型確定拠出年金で
の加入者掛金、個人型確定拠出年金（iDeCo）などの掛金を支払った場合に、その掛金について控除できます。

④

障害をお持ちの方や障害をお持ちの方と一緒に生活をしている方へ

27万円
障害者控除

申請時点において、申立書に記載のある方またはその方と生活を同じくする配偶者や養っている親族が、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されているなどの一定の障害がある場合に控除できます。

⑤

重い障害をお持ちの方や重い障害をお持ちの方と一緒に生活をしている方へ

40万円
特別障害者控除

④のうち、一定の障害のある方が精神障害者保健福祉手帳に障害等級１級と記載されている、身体障害者手帳に障害の程度が１級ま
たは２級と記載されているなど、一定の障害の程度である場合は④の27万円ではなく、40万円の控除となります。

⑥

ひとり親の方へ（児童の父又は母以外）

27万円
寡婦・寡夫控除 申請時点において、申立書に記載のある方（父、母を除く）のうち、寡婦または寡夫である場合に控除できます。

⑦

養育者、配偶者又は扶養義務者のうち、ひとり親のお母さんへ

35万円
特別寡婦控除 ⑥ののうち、養っている子どもがいる寡婦の方について、⑥の27万円ではなく、35万円の控除となります。

⑧

働きながら学校に通っている方へ

27万円
勤労学生控除 申請時点において、申立書に記載のある方が、働きながら学校に通っている場合に控除できます。

⑨

農業を営み、肉用牛を特定の市場で売却している方へ
支払額

（見込含む）肉用牛の売却による
事業所得

令和２年中に申立書に記載のある方が農業を営んでおり、肉用牛のち一定のものを特定の市場で売却した場合に控除できます。

※ 上記の「控除名」の他にも、純損失の繰越控除（個人事業主で青色申告を行っている方）、雑損失の繰越控除（昨年以前に雑損控除をおこなっていた方）などができる場合があります。

控除できるもの

（別添）


